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特許中の語に着目した被引用数予測による重要な特許の発見
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あらまし 本研究では，特許データを用いて重要な特許を発見する手法を提案する．具体的には，被引用数を予測す
ることで重要な特許を発見する．被引用数を予測するために重要な特許に見られる 3つの特徴を用いる．その特徴と
は，汎用性があるという特徴，珍しい概念が含まれているという特徴，概念の珍しい組み合わせが含まれているとい
う特徴である．汎用性がある特徴を発見するためには，引用元の分野を用いる．珍しい概念が含まれているという特
徴，概念の珍しい組み合わせが含まれているという特徴を発見するためには，新たな技術用語や新たな技術用語の組
み合わせが常に使われる一般的な語となるかに注目する．
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1 は じ め に
本研究で扱う特許という制度には，発明者や技術を保護する
目的がある．特許とは特許法によって特許権をあたえることで
ある．加えて，発明を公開する代わりにその発明を一定期間，
独占的に使用することが出来る．科学分野では，日々，iPS細
胞，水素自動車や mRNAワクチンのような新技術が生まれて
いる．しかしながら，技術を保護しない場合，技術の模倣や，
利益の横取りが起こりえる．それにより，モチベーションが低
下し，産業発展の機会が減少してしまう．このような問題を解
消するために，特許という制度が存在する．
特許には技術に関する情報が含まれるため，さまざまな分析
を行うことが出来る．例えば，企業の経営方針，技術傾向の把
握，自社で使える技術の発見などである．
しかし，特許の分析には時間とコストがかかる．なぜなら，
特許は日本で年間約 30万件，世界では年間約 300万件も出願
されているからである．その特許の中には永久機関の様な発明
にならないものも含まれている．加えて，特許を分析するには
技術に関する幅広い専門的な知識が必要である．そのため，専
門的な知識のある者が時間を費やして特許データを分析しなけ
ればならない．
上記の問題を解決するため，重要な特許を発見する研究が行
われてきた．特許の重要性を求める手法として被引用数が用い
られる．被引用数とは基本的には他の特許から引用された数の
ことを指す．
しかしながら，特許は公開後すぐには被引用数が伸びにくい．
そのため，公開後すぐの特許の評価に用いられにくいという問
題がある．例えば，図 1 を用いて説明する．図 1 を作る際に
用いた特許は 2002年に公開された特許である．この特許が公
開されてから 2年経過したタイミングでは被引用数が 4件ほど
である．それ以降の被引用数の推移が図 1の左のグラフの様に
横ばいになっていくか，大きく伸びていくかはわからない．た

図 1 特許の情報と 2年後の被引用数を用いて 5年後の被引用数の予測

だし，ある程度年月が経過すると基本的には被引用数の上昇は
止まり，特許の重要度がわかるようになる．そのため，既存研
究では重要な特許はある程度年月が経過してから判定されてき
た．しかし，数年も経つとより優れた技術が出てくるため，よ
り早く重要な特許であるかを知りたい．そこで，数年後の被引
用数を予測する手法を提案する．被引用数を予測することによ
り，早く特許が重要な特許であるかについて評価できると考え
た．そして，さまざまな最適な条件が考えられるが，本研究で
は，現在より 2年前に公開された特許の中で現段階で被引用数
が 5件の特許を対象とする。そして、対象の特許が 3年後被引
用数が 8件を超えるか予測する問題に取り組んだ。
被引用数を予測するために本研究では特許の 3つの特徴を用

いる．本研究では以上の特徴が 1つでも用いられている特許を
被引用数が 8件以上になる特許として予測している．

2 関 連 研 究
2. 1 文中の語に着目した研究
Qaiserらの研究 [6]では，TF-IDFを用いた単語と文書の関



連性を調べるための単語とドキュメントの関連性を調べる研究
を行っている．確認され拡張されたテキストを基に，TF-IDF，
テキストランク，LDAを組み合わせてキーワードを抽出する．
融合型マルチタイプ特徴量組み合わせアルゴリズムの性能は，
従来の単一アルゴリズムよりも優れている．
Qianらの研究 [7]では，BERTとマルチクラス特徴量融合に
基づくキーワード抽出アルゴリズムを提案している．この研究
では，BERT [2] モデルにより論文の様な背景資料からキーセ
ンテンス集合を抽出する．次に，拡張されたテキストを基に，
TF-IDF，テキストランク，LDAを組み合わせてキーワードを
抽出する．融合型マルチタイプ特徴量組み合わせアルゴリズム
の性能は，従来の単一アルゴリズムよりも優れている．
村田らの研究 [16]では，n-gram解析を用いて，学生のレポー
トの類似度を求めた．実験としては，不正を行った学生のレ
ポートと教科書やインターネットの web サイトを類似度測定
行った．結果としては，高い類似性が見られていた．
山田らの研究 [10]では，WikipediaやWebテキストから自
動獲得した単語間の関係を用いることにより，2つの文書間の
類似性を評価した．結果としては，ランダムウォークによって
暗黙的に単語の重要語が考慮できることを確認され，tf-idfな
どの指標を用いてエッジの重みづけをしなくてもよい．
木村らの研究 [17]では，入力テキストに出現する名詞間の共
起と，各名詞句と入力テキストとの意味的類似度を基にエッジに
重み付けグラフを構築し，グラフ内の名詞句に対し，TextRank

を用いてキーフレーズらしさの値を算出した．そして，結果
としては従来の共起グラフを用いたMultipartiteRankに比べ，
僅かに高い精度での抽出が可能になった．
Omid らの研究 [8] では，意味的なテキストの類似度の自動
測定というタスクを実行するためのさまざまなベクトル空間
モデルの性能を評価した．そして問題としては，特許間の類似
性をモデル化するというものに取り組んだ．そしてその際に
TF-IDF，トピックモデル，ニューラルモデルを比較した．結
果としては，単純な TF-IDFが正しい選択となり，LSIやD2V

の様な，より複雑な埋め込み方法は，テキストが非常に凝縮さ
れ，類似性検出のタスクが比較的粗い場合のみ正しい選択と
なる．

2. 2 特許マイニングに関する研究
野守らの研究 [13] では，テキストマイニングに PLSA とベ
イジアンネットワークという 2つの人工知能技術を応用した新
たなテキスト分析技術を特許データに応用ている．
西山らの研究 [20]では，特許文章の中から新技術の可能性の
ある表現を用いているフレーズを自動的に抽出しており，その
技術から商品が出てくるまでの期間や，その技術が与えるビジ
ネス的な影響の大きさを推定している．
Fallらの研究 [3]では，自動分類システムの訓練とテストの
ための特許文書の新しい参照コレクションを確立している．こ
れらのコレクションを確立する方法としては，さまざまな機械
学習アルゴリズムを適用させている．
Leeらの研究 [5]では，特許を事前学習した BERTモデルを

ファインチューニングをすることで，特許分類を行っている．
この手法では CNNと単語埋め込みを用いた手法を凌駕する精
度を示している．また，特許の請求の範囲だけで分類タスクに
十分であることが示された．
kangらの研究 [4]では，深層学習モデルを用いた特許先行技

術検索を行っている．この研究では先行技術検索を行う際に，
深層学習モデルの中でも BERT を用いたモデルを用いること
で質の低い特許を除去することに成功している．
上村らの研究 [19] では，特許情報において，word cloud と

共起ネットワークを同時に用いて，効率的に，広い分野で，素
早く課題・解決手段を抽出できる手法の検討を行った．結果と
しては，word cloud で抽出した「～性」から共起ネットワーク
を構築することにより，各課題をどのような手段で解決してい
るのかを俯瞰的に理解できた．
安藤らの研究 [15]では，テキストマイニングを行って，あら

かじめ分類体系を決めて，決めた分類体系に自動分類する検討
を行った．結果としては，多次元尺度法による非類似度を用い
た文書間のクラスタリングの特性として予め決められた分類体
系に当てはめる自動分類への応用には限界があるという考えに
至った．

2. 3 重要な特許に関する研究
後藤らの研究 [12]では，特許の被引用数や出願者名の数を用

いることで，特許の重要度を効果的に図ることができている．
しかし，被引用数に関しては経過した年度によっても変わるこ
とを示している．
佐藤らの研究 [14]では，被引用数は重要な特許を発見する際

に有効であることを示している．それに加えて，引用の種別，
後願審査結果や被引用された時期・期間等の他の観点と関連さ
せることで質的にも評価することができることを示している．
佐藤らの研究 [18]では，重要度を図る際にも HITSアルゴリ

ズムを用いることが最も精度が高いことを示している．また，
特許固有の引用情報に関して興味深い結果を示している．それ
は，特許として認めるかを審査官が判断材料にした特許よりも
出願者が特許を出願する際に用いた特許の方が重要特許の評価
に適していることを明らかにした．そして，自社引用が重要特
許を評価する上で重要であるということも示している．

2. 4 将来の数値の予測に関する研究
Salvatoreらの研究 [1]では，個別企業の将来の株価変動の大

きさを予測する手法の提案を行った．この研究では，世界的な
新聞社の記事から語彙を生成した．その後，ビジネスセクター
において特定の時間帯に市場に影響を与える単語の特定を行っ
た．そこから企業に関連する統計的指標をの特徴を用いる．こ
の特徴を用いる手法は既存のものより精度が良い．
Thomas らの研究 [9] では，論文の被引用数の予測を行って

いる．彼らの研究では最新の言語モデルと文脈に応じた論文の
単語埋め込みをすることによって大規模の入力を扱うことこと
のできる SChuBERTを用いることによって最先端モデルより
も良い結果を得た．また，より良い結果を得るためには，入力
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図 2 本研究が定義する被引用数の関係性について

長とデータ量の両方が重要であることも示されている．
それ以外にも関らの研究 [11]では，引用した論文の被引用数
が多い論文は被引用数が伸びる可能性が大きいということを示
している．このような特徴を用いてある一定の精度で被引用数
の予測を行っている．

3 重要な特許の定義と問題定義
3. 1 重要な特許の定義
重要な特許は多くの人に画期的な発明として認められる特許
と一般的には言われている．しかし，どのように評価するかと
いう問題がある．その問題を先行研究 [12] では被引用数を用
いて判断していた．そのため，本研究では被引用数が多い特許
を重要な特許であると定義する．しかし，被引用数のみを用い
ることにはさまざまな問題がある．まず，1つ目は最新の特許
を重要か推定できない問題である．この問題は第 1章で述べた
ように被引用数を予測することによって解決する．
次に，2つ目は，自社の特許を引用できるという問題である．
企業によっては自社の特許を多く引用する．その結果，その企
業のみが必要とする特殊な特許の被引用数が多くなる場合があ
る．そのため，被引用数の多さが多くの人に画期的な発明とし
て認められている特許を示さない場合がある．
よって，本研究では既存の研究で用いられてきた被引用数で
はなく，引用元特許を出願した団体数を，重要であるかの指標
に用いる．例えば，図 2のような関係図があったとする．この
際，既存の重要な特許を発見する研究ではある特許を引用して
いる特許が 4つあることを用いて評価している．しかし，本研
究ではある特許を引用した企業が 2社存在することを用いて評
価する．以後，この指標を被引用数と呼称する．

3. 2 問 題 定 義
本研究では現在を y 年として扱い、y − 2年に公開された特
許を対象として扱う。対象の特許の中でも現在の段階で被引用
数が i件の特許を手法の評価の対象とする．そして、その対象
の特許の被引用数が y + 5年時点で，一定の閾値以上になるか
の 2値分類問題に取り組む。
3. 2. 1 被引用数が 8件以上の特許を重要とする理由
本研究では重要な特許を判定する閾値を被引用数 8件とする．

図 3 本研究の汎用性について
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図 4 珍しい概念があるという特徴の説明

この被引用数 8件以上という値は，全特許データの 0.1パーセ
ントほどであり，1年間に出願されている特許数でいうと上位
300件ほどに該当する．この上位 300件に特許数を絞ることは
第 1節で述べたような，特許を分析する際の時間とコストがか
かるという問題点の解決策として有効だと考えられる．
3. 2. 2 公開 y + 2年時点で予測する理由
特許が公開されてから 2年ほどでは，特許の被引用数の上昇

が止まっていないことがある．しかし，公開 3年を超え始める
と，被引用数の上昇が横這いになる特許が増える．よって，本
研究では公開 y + 2年時点で予測を行う．

4 重要な特許の特徴
本研究では以下の 3つの重要な特許の特徴に注目する．

• 汎用性があるという特徴
• 珍しい概念が含まれているという特徴
• 珍しい概念の組み合わせであるという特徴

これらの重要な特許の特徴の説明をこの節では行う．

4. 1 特許の汎用性
本研究でいう汎用性とはある特許を応用できる分野の幅のこ

とを指す．例えば，図 3の様な例が当てはまる．この図は，日
立製作所が出願している特許第 3609590という重要な特許を基
にしている．この特許では，「動く物体の動作や行動を正しく認
識させること」に関する発明であり，さまざまな分野で使われ
ている．例えば，ウェアラブル端末，自走ロボット，車両用歩




